
報告第１号 

 

 

専決処分の報告について（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を制定

することについて） 

 

 

 

 町長の専決処分事項に関する条例（平成22年開成町条例第11号）の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、地方自治法第180条第２項の規定により報告します。 

 

 

 

 

 

  令和７年４月17日提出 

 

 

開成町長 山 神  裕    

 



専 決 処 分 書 

 

町長の専決処分事項に関する条例（平成22年開成町条例第11号）の規定により指定さ

れた町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

令和７年３月31日 

 

 

開成町長 山 神  裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正によ

り、引用条文に移動があることに伴い、関係条例の一部を改正する必要が生じたため、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う関係

条例の整理に関する条例を制定する。 

 

 

 



開成町条例第12号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （開成町税条例の一部改正） 

第１条 開成町税条例（昭和50年開成町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（町民税の申告） （町民税の申告） 

第14条 町長は、町民税の賦課徴収につい

て必要があると認める場合においては、

法第294条第１項第１号の者のうち所得税

法第226条第１項若しくは第３項の規定に

より前年の給与所得若しくは公的年金等

に係る所得に係る源泉徴収票を交付され

る者又は同条第４項ただし書の規定によ

り給与所得若しくは公的年金等に係る所

得に係る源泉徴収票の交付を受けること

ができる者に、当該源泉徴収票又はその

写を提出させることができる。 

第14条 町長は、町民税の賦課徴収につい

て必要があると認める場合においては、

法第294条第１項第１号の者のうち所得税

法第226条第１項若しくは第３項の規定に

より前年の給与所得若しくは公的年金等

に係る所得に係る源泉徴収票を交付され

る者又は同条第４項ただし書の規定によ

り給与所得若しくは公的年金等に係る所

得に係る源泉徴収票の交付を受けること

ができる者に、当該源泉徴収票又はその

写を提出させることができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 町長は、町民税の賦課徴収について必

要があると認める場合においては、新た

に法第294条第１項第３号又は第４号の者

に該当することとなった者に、当該該当

することとなった日から30日以内にその

名称、代表者又は管理人の氏名、主たる

事務所又は事業所の所在、町内に有する

事務所、事業所又は寮等の所在、法人番

号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）第２条第16項に

規定する法人番号をいう。以下同じ。）

当該該当することとなった日その他町長

において必要と認める事項を記載した申

告書を提出させることができる。 

３ 町長は、町民税の賦課徴収について必

要があると認める場合においては、新た

に法第294条第１項第３号又は第４号の者

に該当することとなった者に、当該該当

することとなった日から30日以内にその

名称、代表者又は管理人の氏名、主たる

事務所又は事業所の所在、町内に有する

事務所、事業所又は寮等の所在、法人番

号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）第２条第15項に

規定する法人番号をいう。以下同じ。）

当該該当することとなった日その他町長

において必要と認める事項を記載した申

告書を提出させることができる。 



 （開成町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用に関する条例の一部改正） 

第２条 開成町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例（平成27年条例第25号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) （略） 

(２) 特定個人情報 法第２条第９項に 

規定する特定個人情報をいう。 

(３)  個人番号利用事務実施者 法第２

条第13項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。 

(４) 情報提供ネットワークシステム 

法第２条第15項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。 

(５)・(６) （略） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) （略） 

(２) 特定個人情報 法第２条第８項に 

規定する特定個人情報をいう。 

(３)  個人番号利用事務実施者 法第２

条第12項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。 

(４) 情報提供ネットワークシステム 

法第２条第14項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。 

(５)・(６) （略） 

 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


